
目 次

○第１号（１１月２８日）

議事日程 第１号…………………………………………………………………………………………………１

本日の会議に付した事件…………………………………………………………………………………………１

出席議員……………………………………………………………………………………………………………２

欠席議員……………………………………………………………………………………………………………２

説明のため出席した者……………………………………………………………………………………………２

事務局職員出席者…………………………………………………………………………………………………２

町長挨拶……………………………………………………………………………………………………………３

開会・開議…………………………………………………………………………………………………………３

日程第 １ 会議録署名議員の指名……………………………………………………………………………３

日程第 ２ 会期の決定…………………………………………………………………………………………４

日程第 ３ 承認第 ４号 平成２６年度吉岡町一般会計補正予算（第５号）に係

る専決処分の報告と承認を求めることについて……………………………４

日程第 ４ 議案第５６号 吉岡町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例……………………７

日程第 ５ 議案第５７号 特別職の職員の給与及び旅費支給条例の一部を改正す

る条例…………………………………………………………………………１４

日程第 ６ 議案第５８号 吉岡町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関

する条例の一部を改正する条例……………………………………………１６

日程第 ７ 議案第５９号 吉岡町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条

例の一部を改正する条例……………………………………………………１８

日程第 ８ 議案第６０号 平成２６年度吉岡町一般会計補正予算（第６号）………………………２０

日程第 ９ 議案第６１号 平成２６年度吉岡町公共下水道事業特別会計補正予算

（第２号）……………………………………………………………………２１

日程第１０ 議案第６２号 平成２６年度吉岡町農業集落排水事業特別会計補正予

算（第２号）…………………………………………………………………２３

日程第１１ 議案第６３号 平成２６年度吉岡町水道事業会計補正予算（第３号）…………………２４

町長挨拶…………………………………………………………………………………………………………２６

閉 会…………………………………………………………………………………………………………２６



- 1 -

平成２６年第３回吉岡町議会臨時会会議録第１号

平成２６年１１月２８日（金曜日）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

議事日程 第１号

平成２６年１１月２８日（金曜日）午前９時３４分開議

日程第 １ 会議録署名議員の指名

日程第 ２ 会期の決定

日程第 ３ 承認第 ４号 平成２６年度吉岡町一般会計補正予算（第５号）に係る専決処分の報告

と承認を求めることについて

（提案・質疑・討論・表決）

日程第 ４ 議案第５６号 吉岡町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

（提案・質疑・討論・表決）

日程第 ５ 議案第５７号 特別職の職員の給与及び旅費支給条例の一部を改正する条例

（提案・質疑・討論・表決）

日程第 ６ 議案第５８号 吉岡町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を

改正する条例

（提案・質疑・討論・表決）

日程第 ７ 議案第５９号 吉岡町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正す

る条例

（提案・質疑・討論・表決）

日程第 ８ 議案第６０号 平成２６年度吉岡町一般会計補正予算（第６号）

（提案・質疑・討論・表決）

日程第 ９ 議案第６１号 平成２６年度吉岡町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）

（提案・質疑・討論・表決）

日程第１０ 議案第６２号 平成２６年度吉岡町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）

（提案・質疑・討論・表決）

日程第１１ 議案第６３号 平成２６年度吉岡町水道事業会計補正予算（第３号）

（提案・質疑・討論・表決）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

本日の会議に付した事件

議事日程に同じ
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出席議員（１６人）

１番 飯 島 衛 君 ２番 金 谷 重 男 君

３番 岩 﨑 信 幸 君 ４番 平 形 薫 君

５番 山 畑 祐 男 君 ６番 栗 田 俊 彦 君

７番 宇都宮 敬 三 君 ８番 馬 場 周 二 君

９番 石 倉 實 君 １０番 小 池 春 雄 君

１１番 岸 祐 次 君 １２番 小 林 一 喜 君

１３番 神 宮 隆 君 １４番 齋 木 輝 彦 君

１５番 南 雲 吉 雄 君 １６番 近 藤 保 君

欠席議員 なし

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

説明のため出席した者

町 長 石 関 昭 君 副 町 長 堤 壽 登 君

教 育 長 大 沢 清 君 総 務 政 策 課 長 森 田 潔 君

財 務 課 長 小 渕 莊 作 君 上 下 水 道 課 長 南 雲 尚 雄 君

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

事務局職員出席者

事 務 局 長 大 井 隆 雄 主 任 青 木 史 枝
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議 長（近藤 保君） 皆さん、おはようございます。

平成２６年第３回吉岡町議会臨時会の開会に当たり、町長から発言の申し出がありまし

たので、これを許可します。

石関町長。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

町長挨拶

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 皆さん、おはようございます。

平成２６年第３回吉岡町議会臨時会の開会に当たりまして、一言挨拶をさせていただき

ます。

本日、臨時会が議員各位の出席のもと開会できますことに、心から感謝を申し上げます。

北からは雪の便りが聞こえてくるこのごろとなりました。１２月定例会を間近に控えて、

また衆議院の解散総選挙と慌ただしい時期になりましたが、臨時会を開催していただきま

してまことにありがとうございます。厚く御礼を申し上げます。

さて、本臨時会では、吉岡町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例に伴う議案

８件と第４７回衆議院選挙に執行経費を専決処分したので、その報告と承認１件を上程さ

せていただきました。

何とぞ慎重審議の上、可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。

どうか、議員の皆様の一層のご理解とご協力をお願い申し上げまして、開会に当たりま

しての挨拶とさせていただきます。

本日は大変お世話になります。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

開会・開議

午前９時３４分開会・開議

議 長（近藤 保君） ただいまの出席議員は１６名で、定足数に達しておりますので、これより

平成２６年第３回吉岡町議会臨時会を開会します。

直ちに本日の会議を開きます。

議事日程第１号により、会議を進めます。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１ 会議録署名議員の指名

議 長（近藤 保君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１１９条の規定により、議長において１５番南雲吉雄議

員、１番飯島 衛議員を指名します。
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第２ 会期の決定

議 長（近藤 保君） 日程第２、会期の決定についてを議題とします。

お諮りします。

本臨時会の会期は本日１日限りとしたいと思います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 異議なしと認めます。

よって、会期は本日１日限りと決定します。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第３ 承認第４号 平成２６年度吉岡町一般会計補正予算（第５号）に係る専決処

分の報告と承認を求めることについて

議 長（近藤 保君） 日程第３、承認第４号 平成２６年度吉岡町一般会計補正予算（第５号）

に係る専決処分の報告と承認を求めることについてを議題とします。

石関町長より提案理由の説明を求めます。

石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） ご説明申し上げます。

承認第４号 平成２６年度吉岡町一般会計補正予算（第５号）に係る専決処分の報告と

承認を求めることについての提案理由を説明申し上げます。

今回の専決処分は、平成２６年１１月２１日に衆議院が解散したことにより、１２月１

４日に執行される衆議院議員の解散総選挙にかかわる選挙執行経費の必要が生じたため、

１１月２１日付をもって予算の専決をさせていただいたものでございます。

本予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９４６万７，０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６９億７，９５５万５，０００円とするものであり

ます。

詳細につきましては財務課長をして説明させますので、よろしくご審議の上、承認いた

だきますようお願い申し上げます。

議 長（近藤 保君） 小渕財務課長。

〔財務課長 小渕莊作君発言〕

財務課長（小渕莊作君） それでは、衆議院の解散総選挙により特に緊急を要するため、議会を招集

する時間的余裕がないことから、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専決処分書

のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、承認を求めるものでござい

ます。
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補正予算書をごらんください。

平成２６年度吉岡町一般会計補正予算（第５号）は、次の定めによるところによるもの

でございます。

第１条、歳入歳出予算の補正額でございますが、ただいま町長が提案理由の中で申し上

げたとおりでございます。

２項でございますが、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び該当区分ごとの金額並びに

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表・歳入歳出予算補正」によるものでございます。

２ページをごらんください。第１表、歳入歳出予算補正でございます。

３ページをごらんください。

歳入でございますが、１５款県支出金、６９４万８，０００円を追加し９億３，７９６

万４，０００円とさせていただき、１８款繰入金、２５１万９，０００円を追加し６億５，

５９５万円とさせていただくものでございます。

内容につきましては、３項県委託金、衆議院議員選挙費として県からの内示額でござい

ます。

次に、歳出でございますが、５ページをごらんください。

２款総務費、９４６万７，０００円を追加し９億４３２万９，０００円とさせていただ

くものでございます。内容につきましては、４項選挙費で９４６万７，０００円追加させ

ていただくものでございます。

この内容につきましては、１１ページをごらんください。

事項別明細書にありますけれども、投票管理者などの報酬、また投開票事務従事者手当、

そして各種委託料などの経費でございます。

よろしくお願いいたします。

議 長（近藤 保君） 提案理由の説明が終わりました。

これより質疑を行います。質疑ありませんか。

金谷議員。

〔２番 金谷重男君発言〕

２ 番（金谷重男君） 参考までにちょっとお聞きしたいんですが、立会人の方々が非常に１日頑

張っているということなんですが、ここに計上されている金額が大体１人当たり幾らぐら

いになるのか、参考までにお聞きしたいのですが。

議 長（近藤 保君） 森田総務政策課長。

〔総務政策課長 森田 潔君発言〕

総務政策課長（森田 潔君） 投票所の投票立会人の日額ですけれども、１万７００円でございます。

ちなみに、開票立会人は８，８００円と定められております。これは、吉岡町特別職の職
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員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例で定められている金額でございます。

よろしくお願いいたします。

議 長（近藤 保君） ほかにありませんか。金谷議員。

〔２番 金谷重男君発言〕

２ 番（金谷重男君） 職員手当等も入っておりますが、この金額を大体吉岡町の職員１００人ぐ

らいですから、１００で割った数字でよろしいんでしょうか、１人当たり平均どのぐらい

になるんでしょうか。

議 長（近藤 保君） 森田総務政策課長。

〔総務政策課長 森田 潔君発言〕

総務政策課長（森田 潔君） 手当でございますが、これは投票事務並びに開票事務、また選挙管理

委員会本部の職員にかかわるもので、全員が投票、開票両方に事務従事するわけではござ

いませんので、１人当たりという金額は算出しておりません。それぞれの事務従事者に当

たる手当を算出した結果でございます。よろしくお願いいたします。

議 長（近藤 保君） ほかにありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

お諮りします。

ただいま議題となっております承認第４号は、会議規則第３７条第３項の規定により委

員会付託を省略したいと思います。

これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 異議なしと認めます。

よって、そのとおり決します。

これより討論を行います。討論ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 討論なしと認め、討論を終結します。

これより起立によって採決を行います。

承認第４号 平成２６年度吉岡町一般会計補正予算（第５号）に係る専決処分の報告と

承認を求めることについてを原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

議 長（近藤 保君） 起立多数。

よって、承認第４号は原案のとおり可決されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――
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日程第４ 議案第５６号 吉岡町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

議 長（近藤 保君） 日程第４、議案第５６号 吉岡町職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例を議題とします。

石関町長より提案理由の説明を求めます。

石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 提案理由を申し上げます。

本議案は、去る８月７日、人事院が一般職の国家公務員の給与改定及び給与制度の総合

的見直しの実施について勧告しました。

これを受け政府は、給与関係閣僚会議等における検討の結果、１０月７日に人事院勧告

どおりの本年度の国家公務員一般職（行政職）の月給及び期末手当・勤勉手当の引き上げ

を閣議決定いたしました。

地方公共団体においては、人事委員会の給与に関する勧告及び報告を踏まえ、地域にお

ける民間給与等の状況を勘案して適切に対処することとの、地方公務員法の第５９条及び

地方自治法第２４５条の４に基づく技術的助言が国、県から示されました。

吉岡町においても、職員の給与に関係の条例の一部改正をお願いするものであります。

詳細につきましては、総務政策課長に説明させますので、ご審議の上、可決くださいま

すよう、よろしくお願い申し上げます。

議 長（近藤 保君） 森田総務政策課長。

〔総務政策課長 森田 潔君発言〕

総務政策課長（森田 潔君） それでは、議案書の１ページをごらんください。

第１条は、吉岡町職員の給与に関する条例。第１２条通勤手当ですが、第２項第２号自

動車等の使用距離に応じて支払う通勤手当の月額の改正と、第２１条勤勉手当、第２項勤

勉手当の額で、本年１２月に支給される勤勉手当の支給率を０．１５カ月引き上げ、また

減額対象職員の減額調整率及び議案書１ページ中段から５ページ下段まで、第３条関係、

吉岡町職員給料表（別表）の改正です。給料月額の平均で０．３％の引き上げになります。

なお、別表については平成２６年４月から遡及適用される給料表です。

それでは、議案書の５ページの下段ですが、第２条は第１条の中段部で引き上げられた

勤勉手当１００分の１５を６月と１２月支給に１００分の７．５ずつ振り分けることを規

定したものです。

これは議案書６ページの附則第１条第１項で第２条第１項の規定は、平成２７年４月１

日から適用するとしています。また、附則第１条第２項の規定は、平成２６年４月１日に

さかのぼって適用するとされています。
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附則第３条は、改定前に支払った額は内払いとみなし、改定後に差額を支給することに

なります。

それでは、新旧対照表でご説明します。

新旧対象の１ページをごらんください。

左半分が改正案、右半分が現行となっております。下線部分が改正箇所です。第1条に

よる改正の通勤手当については、吉岡町職員に関する条例第１２条第２項第２号のアは略

されておりますが、２キロメートル以上５キロメートル未満の２，０００円は改定があり

ません。イの５キロメートル以上１０キロメートル未満である職員に現行４，１００円支

給しているものを４，２００円に改定するものです。ウ以下スまで、それぞれ区分に応じ

て、全体的に１００円から７，１００円までの間で下線部のとおりに引き上げられること

になります。

吉岡町の職員では、通勤手当差額支給の対象者が、１１月現在で３９人の該当者がいま

す。イの５キロメートルから１０キロメートルでは２５人、ウは９人、エは１人、オは１

人、カは１人、クは２人が該当しております。

今回の改定での影響額は、月額改定前３５万３，９６０円、改定後は３７万２，８６０

円となります。４月から１１月までの８カ月で１５万１，２００円になると試算しており

ます。

次に、第２１条第２項勤勉手当の支給率ですが、新旧対照表の２ページ下段から３ペー

ジ上段にかけてです。

第１号、再任用以外の職員（つまり一般職員）で１００分の６７．５から１００分の８

２．５に、特定幹部職員にあっては１００分の８７．５から１００分の１０２．５に引き

上げられます。吉岡町の特定幹部職員は、課長、局長の９人です。

第２号は再任用職員についてです。再任用職員について、１００分の３２．５から１０

０分の３７．５に改めるものです。吉岡町では再任用職員が１人該当します。

今回の改定により、勤勉手当の補正額は、職員数１１２人分で５６３万４，０００円を

予定しております。

次に、新旧対照表３ページ。

附則第２１項については、特定職員（５５歳を超える職員）の減額率です。

勤勉手当の支給率ですが、期末・勤勉手当が官民給与の較差から見ると、民間の支給割

合が４．１２カ月に対して公務員の支給月数３．９５カ月と０．１７カ月の差があるとさ

れています。これに伴い、年間一時金支給割合を１００分の１５に改定するものですが、

既に６月は支給済みなので、本年のみ１２月の勤勉手当に０．１５カ月を加えるものです。

次に、別表吉岡町職員給料表を新旧対照表の３ページ下段から１０ページまで下線部の
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とおり改定するものです。

今回の改正は、官民較差に基づく給与水準の改定で、月例給、俸給表を平均０．３％引

き上げて、初任給及び若年層に重点を置いています。

新旧対照表３ページから１０ページの別表を見ていただくと、１級で各号当たり１，２

００円から２，０００円、２級では２００円から１，９００円、３級では０円から１，７

００円、４級で０円から１，６００円、５級で０円から１，５００円、６級で０円から１，

５００円となります。

例えば、新旧対照表の５ページ中ほど上から３段目、１級２５号で、これは大学卒の初

任給ですが、現行１７万２，２００円ですが、改定後は１７万４，２００円で２，０００

円の引き上げ額となり、そのまま右にずれていただき、６級２５号では、現行３７万１，

５００円で、改正後は３７万２，７００円と１，２００円の引き上げ額です。

続いて、新旧対照表１１ページ、第２条による改定ですが、先ほど一時金支給割合を年

間で０．１５カ月引き上げると説明いたしました。今回、１２月で１年分の１００分の１

５を引き上げますので、平成２７年４月以降における勤勉手当の支給率をそれぞれ１００

分の７．５ずつ、６月と１２月に振り分けるものです。

したがって、１００分の８２．５を１００分の７５に、特定幹部職員については１００

分の１０２．５を１００分の９５に改定することになります。

新旧対照表１１ページ下段の附則第２１項は、附則第１８項５５歳を超える職員に対す

る給与の支給に関する特別措置で、減額対象職員の減額調整率１００分の１．２３７５を

１００分の１．１２５に、特定幹部職員にあっては、１００分の１．５３７５を１００分

の１．４２５に改定するものです。

それでは、議案書の６ページに戻っていただきます。

附則の第１条では、この条例の施行は、公布の日からとなっております。ただし、第２

条による規定は、一時金の支給割合を戻すため、平成２７年４月１日からの施行となりま

す。

附則の第３条の給与の内払いについてですが、平成２６年４月１日にさかのぼって適用

される給料表に基づいて支給された給料、時間外手当等は、この新給料表による内払いと

みなし、差額を支給するものです。

ちなみに、吉岡町の給与水準、ラスパイレス指数についてですが、平成２５年４月の時

点では１０４．４、これは国家公務員が減額していたときですけれども、平成２６年４月

現在では、参考値ですけれども９６．７になります。県内３５市町村の中では、低い位置

に当たります。

以上、補足説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
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議 長（近藤 保君） 提案理由の説明が終わりました。

これより質疑を行います。質疑ありませんか。

神宮議員。

〔１３番 神宮 隆君発言〕

１ ３ 番（神宮 隆君） 幾つかお伺いしたいと思いますけれども、昨年の期末・勤勉手当について

は人事院勧告はなくて推移しております。ただ、７月に東日本大震災の関係で、その支援

ということで、他の公務員については減額になって実施したわけでございます。今回につ

いては、引き上げということで出てきたわけなんですけれども、これは県でも国家公務員

でも同じ０．１５カ月を引き上げるということなんですけれども、ちょっと疑問があるの

は、前回で引き下げをしなくて今回の場合は引き上げをやるということで、一般町民の中

には、やはり引き下げはしないで今回みたいに引き上げはやるのかという疑問を呈する人

もいます。前回については、引き下げをしなかったために地方交付金のがんばる地域交付

金、これについては、職員の給与カットをしないところについては減額というような新聞

記事がありました。がんばる地域交付金は、そういうことで減額されたわけなんです。

こういうことで、町民に対して、今回は全国的に実施されていることなので今までみん

な実施してきたことなんですけれども、その辺のところをどのように説明するか、町長の

見解をお伺いしたいと思います。

議 長（近藤 保君） 森田総務政策課長。

〔総務政策課長 森田 潔君発言〕

総務政策課長（森田 潔君） 今回の給与改定は、人事院の勧告に基づいて行うものです。全国的な

給与民間較差、こういったものを調査した上で人事院が勧告をした結果が勤勉手当の０．

１５カ月の引き上げということで勧告されておりますから、吉岡町には、この調査をする

機関、人事委員会がございませんので、この国の示された人事院勧告に沿って、あるいは

群馬県の人事委員会の勧告に沿って判断をしていかなければならないと思います。

先ほどお尋ねの昨年の震災等の影響等と言われましたけれども、こういったものが調査

の中で反映された結果が官民較差ということで人事院は勧告していると考えておりますの

で、その人事院の勧告に沿った給与改定の内容を今回上程させていただいております。ど

うぞよろしくお願いいたします。

議 長（近藤 保君） 神宮議員。

〔１３番 神宮 隆君発言〕

１ ３ 番（神宮 隆君） その辺のところは、やはりいろいろ会議やなんかに行くと聞かれる部分が

あるので、職員が自分自身について不利になることはやらない、有利になることはやると

いう疑念を持たれるとやはり職員、議員もみんな入っているわけですけれども、ちょっと
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引っかかる点がありましたのでお伺いしました。

それからもう１点、勤勉手当についてお伺いしたいんですけれども、０．１５の中に期

末手当と勤勉手当が入っているわけなんですけれども、職員の支給に関する規則が、吉岡

町職員給与の支給に関する規則の中で、町長は勤勉手当の支給については、その規則にの

っとって勤務成績が優秀な者、勤務成績が良好でない者、その中で幾つか段階があると思

うんですけれども、このような今回の期末・勤勉手当の支給、人員が示されれば人員が一

番いいんですけれども、割合としてはどのぐらい、もし今回まだ決まっていなければまだ

決定されていないわけですが、どのぐらいの率で実施しているか、その辺のところを過去

の年度でも結構ですから、その辺のところの割合、一生懸命仕事をする人は手厚く勤勉手

当を出す、適当の勤務状態のよくないものは支給率が落ちる、これは当たり前のことなの

で、町長としては、毎年どの辺の何割ぐらい、何％ぐらいその辺に振り分けているのか、

規則に基づいた段階でお示し願えればと思うんですが、よろしくお願いします。

議 長（近藤 保君） 森田総務政策課長。

〔総務政策課長 森田 潔君発言〕

総務政策課長（森田 潔君） 人事評価のことだと思うんですけれども、吉岡町では現在人事評価は

試行しておりますけれども、本格的に人事評価の結果を反映して勤勉手当にやるというこ

とは、今現在行っておりません。

これは、２８年度からは義務づけられるということも聞いておりますので、それまでに

人事評価を適切に行い、あるいは制度を確立した上で人事評価の結果を勤勉手当に反映し

ていくということになると思うんですが、現在のところではそういった反映されるような

措置はしておりませんので、全員に勤勉手当を一律に支給しているところでございます。

議 長（近藤 保君） 神宮議員。

〔１３番 神宮 隆君発言〕

１ ３ 番（神宮 隆君） そうすると、規則で決まっているんだけれども、過去にそういうことは全

然していないということで、一生懸命仕事をしても仕事をしなくてもいいというようなこ

とで支給される、一律に年功序列で支給ということでこれまでやってきているのか、その

辺についてあわせてお伺いしたい。

議 長（近藤 保君） 石関町長。

〔町長 石関 昭君発言〕

町 長（石関 昭君） ちょっと議員、勘違いしているような感があるんですけれども、いわゆる

今回のあれは、人事院勧告に従って物事が動いているということです。ことしの７月にや

ったときには人事院勧告ということではなく、いわゆるこういったことだから協力してく

れと。だから、群馬県の中でもこの町村はしなくていいよ、この町村はしなさいよ、この
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町村はしなくていいよ、そういう方向で今言った町の職員の給与は下げなかった。その下

げなかった理由というのは、あのときに議会でお話ししたとおり、こういうことですから

吉岡町は職員の方々は下げないでほしいということで皆様方にご提案をし、承認していた

だいたというのが事実でございます。

今回の人事院勧告は、いわゆる町には人事院がないということで、県の人事委員会に従

って物事をやっているということで、組合にもそういったことでお伝えをしております。

それから、この勤勉手当ですけれども、先ほど総務課長がご説明したとおり、２８年度

までにそういった一つの差をつけて物事を判断しろということなんですけれども、なかな

か人の差別というのはしにくいということで、今いろんなことで模索をしながらやってい

ると。やはり、職員は職員の勤める権利もございます。いろんな面で、私は平等に見るの

が適切ではないかと思っております。だがしかし、中にはいろんなことで、ちょっと物事

があるなということもありますけれども、職員は職員の権利を持っているということに相

なりますと、平等に見てやらなくてはならないというのが私の考えでございます。

そういったことで、勤勉については２８年度までどういった形で勤勉とするかというこ

とで今模索をしているところですけれども、私の考えとしては、今の状況を継続できれば

ありがたいなということではありますが、しなくてはならないなと、職員にはそういった

ことをよく伝えながら職務に励んでいただくというのが私の考えで、割合真面目にやって

いる、私は全部真面目にやっていると思っております。そういったことで、この勤勉とい

うのはなかなか難しい判断をしなくてはならないなということで、物事を差別することな

く、ちゃんと平等に見ていただくといったことが私の信念でございますので、差別をつけ

るとか余りしたくはないですけれども、極端に町に多大な損害を与えたということになれ

ば、ある程度のことは指摘しなくてはならないと思っておりますが、２８年度から始まる

ということでありますので、今幹部の方々がいろいろな面でまた検証しながらやっている

というのが実情でございます。

ですから、昨年の賃下げをしなかったことについてもご説明をしたと思いますけれども、

こういうことをするから応援してくれませんか、ああいうことをするからこうしてくださ

いよということで、わかったと、そういうことなら下げないでいきましょうと。だがしか

し、三役は下げますよということで皆様方にご承認いただいて執行したというのが実情で

ありますので、ご理解をいただきたいと思います。

議 長（近藤 保君） 一、二分休憩します。

午前１０時０５分休憩

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

午前１０時２０分再開
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議 長（近藤 保君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。

日程第４、議案第５６号に対して質疑を継続します。

質疑ありませんか。

金谷議員。

〔２番 金谷重男君発言〕

２ 番（金谷重男君） 町長も説明された勤務がどうのこうのという話ですけれども、ああいう形

で納得できるなと思いますけれども、私は懲戒権を発した場合には、今の中でも賞与に差

がつけられるのではないかという感じがします。ですから、今の基準の中では職員に対し

て甲乙をつけがたいと私は理解します。懲戒権をもらった職員がいれば、当然その段階で

そういったところに響くわけです。それは絶対ないということはないと、私はそう理解い

たします。

簡単な質問なんですけれども、一般町民からすると、どこに誰がどういうふうにという

のがわかりませんので、例えば、一番給与をもらわなければならないというか、一番トッ

プでもらっている方が何号俸の何に入っているのか、それから一番もらっていない人が何

号俸の何になっているのかということだけ教えていただきたいんですけれども、個人名じ

ゃなくて結構ですが、職員の中で一番もらっている人が何号の何なのか。号数を、私もわ

からないので６だとか３だとかというのはわからないので、その辺を教えていただきたい。

よろしくお願いします。

議 長（近藤 保君） 森田総務政策課長。

〔総務政策課長 森田 潔君発言〕

総務政策課長（森田 潔君） 給料表でございますけれども、給料表は１級から６級あります。職務

職階制といって、町の職務に応じた級の給料表を採用することになります。１級が適用さ

れますのが主事補でございます。当然、新規採用職員等、新卒職員、こういったものは１

級の主事補に補されます。２級は、数年経験した後に主事、２級が主事です。３級が主任、

そして４級が係長、５級が室長、６級が局長、課長ということになります。人数が何人い

るかは把握しておりませんけれども、６級の課長、局長は９名でございます。

議 長（近藤 保君） ほかにございませんか。金谷議員。

〔２番 金谷重男君発言〕

２ 番（金谷重男君） 具体的に言いますと、一番トップの方が何号になるのか聞きたいんです。

それから、新卒の方が１級の何号になるのか教えてください、それだけで結構です。

議 長（近藤 保君） 森田総務政策課長。

〔総務政策課長 森田 潔君発言〕

総務政策課長（森田 潔君） 先ほどの説明にもいたしましたが、大卒の初任給が１級の２５号です。
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１級の一番左側を見ていただいて、それを下って２５号が大学新卒の初任給に当たります。

それから、級を渡っていきますけれども、課長、局長になると６級ということで、これは

年齢その他でどこに格付されるか、昇格したときに格付されますので、これは差がござい

ます。年数を足すと号が下へ行くと理解していただきたいと思います。

議 長（近藤 保君） ほかにございませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

お諮りします。

ただいま議題となっております議案第５６号は、会議規則第３７条第３項の規定により

委員会付託を省略したいと思います。

これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 異議なしと認めます。

よって、そのとおり決します。

これより討論を行います。討論ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 討論なしと認め、討論を終結します。

これより起立によって採決を行います。

議案第５６号 吉岡町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を原案のとおり決

定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

議 長（近藤 保君） 起立多数。

よって、議案第５６号は原案のとおり可決されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第５ 議案第５７号 特別職の職員の給与及び旅費支給条例の一部を改正する条例

議 長（近藤 保君） 日程第５、議案第５７号 特別職の職員の給与及び旅費支給条例の一部を

改正する条例を議題とします。

石関町長より提案理由の説明を求めます。

石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 説明申し上げます。

本議案は、吉岡町職員の給与改定に準じて、特別職の期末手当の改定をお願いするもの

であります。
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詳細につきましては、総務政策課長に説明させますので、ご審議の上、可決いただきま

すようよろしくお願い申し上げます。

議 長（近藤 保君） 森田総務政策課長。

〔総務政策課長 森田 潔君発言〕

総務政策課長（森田 潔君） 一般職の給与改定に準じまして、特別職の職員の期末手当を０．１５

カ月引き上げる改正をするものです。

人事院勧告は、勤勉手当の引き上げを勧告していますが、元来特別職、教育長、議員に

は勤勉手当はありません。しかしながら、職員の勤勉手当を期末手当に置きかえ、職員と

同様に改定するものです。

それでは、新旧対照表でご説明いたします。

新旧対照表の１ページをごらんください。

第１条による改正では、期末手当の支給率で、１２月の期末手当の１００分の２０５を

１００分の２２０に改定するものです。

年間０．１５カ月引き上げたものを本年のみ１２月期末に支給するものです。

新旧対照表の２ページの第２条による改正は、平成２７年４月１日以降の期末手当の支

給割合を年１００分の１５の引き上げ分をそれぞれ６月、１２月の支給割合に１００分の

７．５振り分け、１００分の１９０を１００分の１９７．５に、１００分の２２０を１０

０分の２１２．５に改めるものです。

以上、補足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

議 長（近藤 保君） 提案理由の説明が終わりました。

これより質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

お諮りします。

ただいま議題となっております議案第５７号は、会議規則第３７条第３項の規定により

委員会付託を省略したいと思います。

これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 異議なしと認めます。

よって、そのとおり決します。

これより討論を行います。討論ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 討論なしと認め、討論を終結します。
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これより起立によって採決を行います。

議案第５７号 特別職の職員の給与及び旅費支給条例の一部を改正する条例を原案のと

おり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

議 長（近藤 保君） 起立多数。

よって、議案第５７号は原案のとおり可決されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第６ 議案第５８号 吉岡町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条

例の一部を改正する条例

議 長（近藤 保君） 日程第６、議案第５８号 吉岡町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条

件に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。

石関町長より提案理由の説明を求めます。

石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 説明申し上げます。

議案第５８号 吉岡町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を

改正する条例であります。

本議案は、吉岡町の職員の給与改定に準じ、教育長の期末手当の改定をお願いするもの

であります。

詳細につきましては、総務政策課長に説明させますので、ご審議の上、可決いただきま

すようお願い申し上げます。

議 長（近藤 保君） 森田総務政策課長。

〔総務政策課長 森田 潔君発言〕

総務政策課長（森田 潔君） 一般職の給与改定に準じ、教育長の期末手当を議案第５７号特別職の

職員と同様に改定するものです。

新旧対照表でご説明いたします。

新旧対照表の１ページをごらんください。

第１条による改正では、１２月の期末手当の１００分の２０５を１００分の２２０に改

定するものです。年間０．１５カ月引き上げたものを本年のみ１２月期末に支給するもの

です。

新旧対照表２ページの第２条による改定では、平成２７年４月１日以降の期末手当の支

給割合、年１００分の１５引き上げ分をそれぞれ６月、１２月の支給割合に１００分の７．

５振り分け、１００分の１９０を１００分の１９７．５に、１００分の２２０を１００分
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の２１２．５に改めるものです。

以上、補足説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

議 長（近藤 保君） 提案理由の説明が終わりました。

これより質疑を行います。質疑ありませんか。

山畑議員。

〔５番 山畑祐男君発言〕

５ 番（山畑祐男君） １件お尋ねしたいんですけれども、議案第５８号の第２条の文中の中で、

第４条第１項中１００分の１９０を１００分の１９７．５に、次の１００分の２２を１

００分の２１．５に改めるとありますけれども、この改定表との関連、新旧の。旧が１

００分の２０５を乗じて得た額とする、新は１００分の２２２を乗じて得た額とすると

なっておりますけれども、これの関係はどういうのでしょうか。ちょっと、勉強不足で

わからないので教えていただければと思います。第２条のところが１００分の２２０を

１００分の２１．５に改めると書いてあるんです。

議 長（近藤 保君） 森田総務政策課長。

〔総務政策課長 森田 潔君発言〕

総務政策課長（森田 潔君） 旧のところに、改定になりました０．１５カ月分が、旧のほうにきて

それを０．７５カ月振り分けて新のほうになるということでございます。

議 長（近藤 保君） ほかにありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

お諮りします。

ただいま議題となっております議案第５８号は、会議規則第３７条第３項の規定により

委員会付託を省略したいと思います。

これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 異議なしと認めます。

よって、そのとおり決します。

これより討論を行います。討論ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 討論なしと認め、討論を終結します。

これより起立によって採決を行います。

議案第５８号 吉岡町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を

改正する条例を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
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〔賛成者起立〕

議 長（近藤 保君） 起立多数。

よって、議案第５８号は原案のとおり可決されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第７ 議案第５９号 吉岡町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一

部を改正する条例

議 長（近藤 保君） 日程第７、議案第５９号 吉岡町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関

する条例の一部を改正する条例を議題とします。

石関町長より提案理由の説明を求めます。

石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 説明申し上げます。

議案第５９号 吉岡町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正す

る条例。

本議案は、吉岡町職員の給与改定に準じ、議会議員の期末手当を改定するものでありま

す。

詳細につきましては、総務政策課長より説明させますので、ご審議の上、可決してくだ

さいますようお願い申し上げます。

議 長（近藤 保君） 森田総務政策課長。

〔総務政策課長 森田 潔君発言〕

総務政策課長（森田 潔君） 一般職の給与改定に準じ、特別職、教育長と同様に議員の期末手当の

改正を行うものです。

新旧対照表でご説明します。

新旧対照表の１ページをごらんください。

第１条による改正では、１２月の期末手当の１００分の２０５を１００分の２２０に改

定するものです。

これは年間０．１５カ月引き上げたものを本年のみ１２月期末に支給するものです。

２ページの第２条による改正では、平成２７年４月１日以降の期末手当の支給割合年１

００分の１５引き上げ分をそれぞれ６月、１２月の支給割合に１００分の７．５振り分け、

１００分の１９０を１００分の１９７．５に、１００分の２２０を１００分の２１２．５

に改めるものです。

以上、補足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

議 長（近藤 保君） 提案理由の説明が終わりました。
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これより質疑を行います。質疑ありませんか。

金谷議員。

〔２番 金谷重男君発言〕

２ 番（金谷重男君） 数字の比較をしてみると、職員給与に準じてというこの数字を当てはめる

と、職員給与の改定にちょうど合うということでよろしいんでしょうか。１００分の３５

とか１００分の４５とかいう数字が出ていますが、これが合うということでしょうか。よ

ろしくお願いします。

議 長（近藤 保君） 森田総務政策課長。

〔総務政策課長 森田 潔君発言〕

総務政策課長（森田 潔君） 職員給与の１年間の６月、１２月の期末・勤勉手当の合計は、現行で

は３．９５カ月です。それを０．１５カ月引き上げることによって、職員も特別職、教育

長、議員も年間を通じて４．１になるということですので、同じ数字になります。それを

今回は１年分を１２月の期末手当ですから、それを来年４月以降は６月と１２月の期末に

それぞれ半分ずつ振り分けるということになっております。

議 長（近藤 保君） ほかにありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

お諮りします。

ただいま議題となっております議案第５９号は、会議規則第３７条第３項の規定により

委員会付託を省略したいと思います。

これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 異議なしと認めます。

よって、そのとおり決します。

これより討論を行います。討論ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 討論なしと認め、討論を終結します。

これより起立によって採決を行います。

議案第５９号 吉岡町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正す

る条例を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

議 長（近藤 保君） 起立多数。

よって、議案第５９号は原案のとおり可決されました。
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―――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第８ 議案第６０号 平成２６年度吉岡町一般会計補正予算（第６号）

議 長（近藤 保君） 日程第８、議案第６０号 平成２６年度吉岡町一般会計補正予算（第６

号）を議題とします。

石関町長より提案理由の説明を求めます。

石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 説明申し上げます。

議案第６０号 平成２６年度吉岡町一般会計補正予算（第６号）について提案理由の説

明を申し上げます。

本補正は、先ほど提案しました議案第５６号から５９号のそれぞれの条例の一部を改正

する条例に基づくものであります。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９７８万１，

０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６９億８，９３３万６，００

０円とするものであります。

今回の補正で、財政調整基金の繰り入れを９７８万１，０００円増額して、６億３，４

５０万１，０００円といたします。これにより、平成２６年度１１月臨時会補正後の財政

調整基金の残高見込み額は２３億２，４０５万９，０００円となります。

詳細につきましては、財務課長をして説明させますので、よろしくご審議の上、可決い

ただきますようお願い申し上げます。

議 長（近藤 保君） 小渕財務課長。

〔財務課長 小渕莊作君発言〕

財務課長（小渕莊作君） それでは、議案書の１ページをごらんいただきたいと思います。

第１条、歳入歳出予算の補正額でございますが、歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９

７８万１，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６９億８，９３３

万６，０００円とするものであります。

第２項でございますが、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び該当区分ごとの金額並び

に補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表・歳入歳出予算補正」によるものでございま

す。

それでは２ページをごらんください。第１表歳入歳出予算補正でございます。

３ページをごらんいただきたいと思います。

歳入でございますが、１８款繰入金９７８万１，０００円を追加し、６億６，５７３万

１，０００円とさせていただくものでございます。内容につきましては、２項基金繰入金、

財政調整基金繰入金でございます。
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次に、歳出でございますが、５ページをごらんいただきたいと思います。

１款議会費７６万６，０００円、２款総務費３７１万７，０００円、３款民生費７２万

２，０００円、４款衛生費１０５万３，０００円、６款農林水産業費１０３万９，０００

円、７款商工費８万３，０００円、８款土木費１０４万５，０００円。６ページをごらん

ください。１０款教育費１３５万６，０００円を追加させていただくものでございます。

内容は、特別職並びに一般職等の給与の改定に基づくものでございます。

以上、町長の補足説明とさせていただきます。よろしくお願いします。

議 長（近藤 保君） 提案理由の説明が終わりました。

これより質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

お諮りします。

ただいま議題となっております議案第６０号は、会議規則第３７条第３項の規定により

委員会付託を省略したいと思います。

これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 異議なしと認めます。

よって、そのとおり決します。

これより討論を行います。討論ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 討論なしと認め、討論を終結します。

これより起立によって採決を行います。

議案第６０号 平成２６年度吉岡町一般会計補正予算（第６号）を原案のとおり決定す

ることに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

議 長（近藤 保君） 起立多数。

よって、議案第６０号は原案のとおり可決されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第９ 議案第６１号 平成２６年度吉岡町公共下水道事業特別会計補正予算（第２

号）

議 長（近藤 保君） 日程第９、議案第６１号 平成２６年度吉岡町公共下水道事業特別会計補

正予算（第２号）を議題とします。

石関町長より提案理由の説明を求めます。



- 22 -

石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 説明申し上げます。

議案第６１号 平成２６年度吉岡町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）につい

て提案理由を申し上げます。

給与改定に伴う補正であります。

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２４万１，０００円を増額し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ４億１，０２７万３，０００円としたいものであります。

詳細につきましては、上下水道課長をして説明させますので、ご審議の上、可決いただ

きますよう、お願い申し上げます。

議 長（近藤 保君） 南雲上下水道課長。

〔上下水道課長 南雲尚雄君発言〕

上下水道課長（南雲尚雄君） それでは、補足説明いたします。

議案書の７ページをごらんください。

第１款下水道費第１項下水道費第１目総務管理費で１５万４，０００円の増額。同じく

第３目建設費で８万７，０００円の増額で、下水道費合計２４万１，０００円の増額とな

ります。したがいまして、歳入歳出それぞれ２４万１，０００円を増額いたしまして歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億１，０２７万３，０００円にお願いするものです。

改めて申し上げますが、人事院の給与改定に伴う補正となります。

以上、よろしくお願いいたします。

議 長（近藤 保君） 提案理由の説明が終わりました。

これより質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

お諮りします。

ただいま議題となっております議案第６１号は、会議規則第３７条第３項の規定により

委員会付託を省略したいと思います。

これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 異議なしと認めます。

よって、そのとおり決します。

これより討論を行います。討論ありませんか。

〔「なし」の声あり〕
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議 長（近藤 保君） 討論なしと認め、討論を終結します。

これより起立によって採決を行います。

議案第６１号 平成２６年度吉岡町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）を原案

のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

議 長（近藤 保君） 起立多数。

よって、議案第６１号は原案のとおり可決されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１０ 議案第６２号 平成２６年度吉岡町農業集落排水事業特別会計補正予算

（第２号）

議 長（近藤 保君） 日程第１０、議案第６２号 平成２６年度吉岡町農業集落排水事業特別会

計補正予算（第２号）を議題とします。

石関町長より提案理由の説明を求めます。

石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 説明申し上げます。

議案第６２号 平成２６年度吉岡町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）につ

いて提案理由を申し上げます。

この件に関しましても、給与改定に伴う補正であります。

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１７万６，０００円を増額し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ１億６，８２７万８，０００円としたいものであります。

詳細につきましては、上下水道課長に説明させますので、ご審議の上、可決いただきま

すようお願い申し上げます。

議 長（近藤 保君） 南雲上下水道課長。

〔上下水道課長 南雲尚雄君発言〕

上下水道課長（南雲尚雄君） それでは、議案書の７ページをごらんください。

第１款農業集落排水事業費第１項農業集落排水事業費第１目総務管理費で１７万６，０

００円の増額となります。したがいまして、歳入歳出それぞれ１７万６，０００円を増額

し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１億６，８２７万８，０００円にお願いするものです。

給与改定に伴う補正です。よろしくお願い申し上げます。

議 長（近藤 保君） 提案理由の説明が終わりました。

これより質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕
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議 長（近藤 保君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

お諮りします。

ただいま議題となっております議案第６２号は、会議規則第３７条第３項の規定により

委員会付託を省略したいと思います。

これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 異議なしと認めます。

よって、そのとおり決します。

これより討論を行います。討論ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 討論なしと認め、討論を終結します。

これより起立によって採決を行います。

議案第６２号 平成２６年度吉岡町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）を原

案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

議 長（近藤 保君） 起立多数。

よって、議案第６２号は原案のとおり可決されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１１ 議案第６３号 平成２６年度吉岡町水道事業会計補正予算（第３号）

議 長（近藤 保君） 日程第１１、議案第６３号 平成２６年度吉岡町水道事業会計補正予算

（第３号）を議題とします。

石関町長より提案理由の説明を求めます。

石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 説明申し上げます。

議案第６３号 平成２６年度吉岡町水道事業会計補正予算（第３号）について提案理由

を申し上げます。

この件につきましても、給与改定に伴う補正であります。

収益的収入及び支出のうち、第１款水道事業費用第１項営業費用で５０万５，０００円

の増額。また、資本的収入及び支出のうち、第１款資本的支出第１項建設改良費で９万７，

０００円の増額をお願いするものです。

詳細につきましては、上下水道課長より説明させますので、ご審議の上、可決いただき

ますようお願い申し上げます。
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議 長（近藤 保君） 南雲上下水道課長。

〔上下水道課長 南雲尚雄君発言〕

上下水道課長（南雲尚雄君） それでは、議案書の８ページ、９ページをごらんください。

最初に８ページですが、収益的収入及び支出のうち、第１款水道事業費用第１項営業費

用第１目排水及び給水費で２２万５，０００円の増額。同じく第２目総係費で２８万円の

増額です。合計で５０万５，０００円の増額となります。したがいまして、水道事業費用

４億１，１１７万２，０００円となります。

続きまして、議案書の９ページをごらんください。

資本的収入及び支出のうち、第１款資本的支出第１項建設改良費第１目排水設備工事費

で９万７，０００円の増額補正となります。資本的支出の合計２億１，０４０万６，００

０円となります。

同じく、給与改定に伴う補正であります。よろしくお願いします。

議 長（近藤 保君） 提案理由の説明が終わりました。

これより質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

お諮りします。

ただいま議題となっております議案第６３号は、会議規則第３７条第３項の規定により

委員会付託を省略したいと思います。

これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 異議なしと認めます。

よって、そのとおり決します。

これより討論を行います。討論ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（近藤 保君） 討論なしと認め、討論を終結します。

これより起立によって採決を行います。

議案第６３号 平成２６年度吉岡町水道事業会計補正予算（第３号）を原案のとおり決

定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

議 長（近藤 保君） 起立多数。

よって、議案第６３号は原案のとおり可決されました。

以上をもちまして、平成２６年第３回吉岡町議会臨時会の日程を全て終了いたしました。



- 26 -

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

町長挨拶

議 長（近藤 保君） 閉会の前に、町長の挨拶の申し入れを許可します。

石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 閉会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。

本臨時会におきまして上程いたしました議案を可決承認いただきまして、まことにあり

がとうございました。

どうか、今後とも議員各位の格別なるご協力をお願い申し上げます。

議員皆様方には、どうか健康には十分ご留意の上、ご活躍いただきますようお願い申し

上げまして、簡単ではございますが閉会の言葉にさせていただきます。

大変お世話さまになりました。ありがとうございました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

閉 会

議 長（近藤 保君） 以上をもちまして、平成２６年第３回吉岡町議会臨時会を閉会します。

午前１０時５２分閉会
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